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■
お
知
ら
せ
ワ
イ
ド
■
　
　
　
川
越
市
役
所
・
℡
２
２
４-

８
８
１
１

話
番
号
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
関
連
情
報
と
し
て
、

エ
コ
ス
ト
ア
等
認
定
事
業
者
の
フ
ァ

ク
ス
番
号
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
Ｅ
メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
環
境
に
関
す
る
Ｐ

Ｒ
事
項
を
事
業
者
の
希
望
に
よ
り
掲

載
し
て
い
ま
す
。

環
境
に
や
さ
し
い
活
動
を
行
っ
て

い
る
店
舗
等
を
積
極
的
に
利
用
し

て
、エ
コ
市
民
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
環
境
業
務
課
減
量
リ

サ
イ
ク
ル
推
進
係
・
℡
内
線
２
６

３
６

ご
み
の
減
量
化
・
資
源
化
な
ど
、

環
境
に
配
慮
し
た
活
動
を
積
極
的
に

行
っ
て
い
る
事
業
者
を
認
定
す
る

「
エ
コ
ス
ト
ア
・
エ
コ
オ
フ
ィ
ス
制

度
」。
環
境
に
や
さ
し
い
エ
コ
仲
間

の
一
事
業
者
が
、
ゴ
ー
ル
ド
エ
コ
ス

ト
ア
に
な
り
ま
し
た
。

エ
コ
ス
ト
ア
・
エ
コ
オ
フ
ィ
ス
認

定
申
請
は
、
随
時
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
認
定
を
希
望
す
る
事
業
者
は
、

環
境
業
務
課
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ゴ
ー
ル
ド
エ
コ
ス
ト
ア

そ
の
他
小
売
り

横
山
タ
イ
ヤ
商
会
（
的ま

と

場ば

）

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
エ
コ
ス
ト
ア
等
認

定
事
業
者
の
所
在
地
が
確
認
で
き
ま
す

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
小
江
戸
川

越
マ
ッ
プ
」
を
利
用
し
て
、
エ
コ
ス

ト
ア
等
認
定
事
業
者
の
所
在
地
・
電

ゴ
ー
ル
ド
エ
コ
ス
ト
ア
に
仲
間
が
増
え
ま
し
た

ゴ
ー
ル
ド
エ
コ
ス
ト
ア
に
仲
間
が
増
え
ま
し
た

ゴ
ー
ル
ド
エ
コ
ス
ト
ア
に
仲
間
が
増
え
ま
し
た

■
老
齢
基
礎
年
金
を
請
求
す
る
に
は

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
た
方

が
、
六
十
五
歳
に
な
っ
た
と
き
に
請

求
し
て
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
年
金

を
老
齢
基
礎
年
金
と
い
い
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め

に
は
、
次
の
期
間
の
合
計
が
最
低
二

十
五
年
間
必
要
で
す
。

①
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
期
間

②
国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
免
除
や

半
額
免
除
・
学
生
納
付
特
例
・
若

年
者
納
付
猶
予
を
受
け
た
期
間

③
第
三
号
被
保
険
者
期
間

④
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
の
加
入
期

間
⑤
国
民
年
金
の
任
意
対
象
期
間
の
う

ち
、
任
意
加
入
し
な
か
っ
た
期
間

⑥
厚
生
年
金
の
脱
退
手
当
金
を
受
け

た
期
間

受
給
の
繰
り
上
げ
と
繰
り
下
げ

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
開
始
は
原

則
と
し
て
六
十
五
歳
か
ら
で
す
が
、

繰
り
上
げ
受
給
を
希
望
す
る
場
合
、

六
十
歳
か
ら
六
十
五
歳
ま
で
の
間

に
、
請
求
時
の
年
（
月
）
齢
に
応
じ

て
減
額
さ
れ
た
年
金
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

繰
り
下
げ
受
給
を
希
望
す
る
場

合
、
六
十
六
歳
以
降
に
請
求
時
の
年

（
月
）
齢
に
応
じ
て
増
額
し
た
年
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

繰
り
上
げ
請
求
を
し
た
場
合
は
、

障
害
基
礎
年
金
・
寡
婦
年
金
の
請
求

資
格
が
な
く
な
り
ま
す
。
繰
り
上
げ

請
求
、
繰
り
下
げ
請
求
と
も
に
、
一

度
決
ま
っ
た
年
金
額
は
生
涯
変
わ
り

ま
せ
ん
の
で
慎
重
に
請
求
し
て
く
だ

さ
い
。

年
金
額

す
べ
て
の
加
入
可
能
年
数
（
四
十

年
間
）
を
納
め
て
六
十
五
歳
か
ら
受

給
す
る
と
、
平
成
十
七
年
度
の
額
で

七
十
九
万
四
千
五
百
円
で
す
。

請
求
す
る
場
所
は
ど
こ
で
す
か
？

国
民
年
金
の
「
第
一
号
被
保
険
者

期
間
」
の
み
の
方
は
、
国
保
年
金
課

（
本
庁
舎
二
階
）
・
出
張
所
・
連
絡

所
で
す
。

厚
生
年
金
・
共
済
年
金
加
入
期
間

ま
た
は
、
国
民
年
金
の
「
第
三
号
被

保
険
者
期
間
」
が
あ
る
方
は
、
川
越

社
会
保
険
事
務
所
で
請
求
し
て
く
だ

さ
い
。

■
障
害
基
礎
年
金
を
ご
存
じ
で
す
か

障
害
基
礎
年
金
は
、
国
民
年
金
に

加
入
し
て
い
る
間
に
病
気
や
け
が
で

障
害
者
に
な
っ
た
と
き
、
一
定
の
保

険
料
納
付
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場

合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
納
付
要
件

①
障
害
の
も
と
と
な
っ
た
病
気
や
け

が
で
初
め
て
医
療
機
関
を
受
診
し

た
日
（
初
診
日
）
の
前
日
に
お
い

て
、
初
診
日
の
前
々
月
ま
で
の
被

保
険
者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料
の

納
付
済
み
期
間
と
免
除
期
間
と
を

合
算
し
た
期
間
が
三
分
の
二
以
上

あ
る
こ
と

②
初
診
日
が
平
成
二
十
八
年
四
月
一

日
以
前
の
場
合
は
、
①
の
要
件
を

満
た
さ
な
く
て
も
、
初
診
日
の

前
々
月
ま
で
の
一
年
間
に
保
険
料

の
未
納
が
な
い
こ
と

障
害
の
認
定

裁
定
請
求
書
の
診
断
書
な
ど
を
基

に
、
障
害
と
な
っ
た
病
気
な
ど
の
初

診
日
か
ら
一
年
六
か
月
経
過
し
た

日
、
ま
た
は
、
そ
の
前
に
症
状
が
固

定
し
た
場
合
は
そ
の
日
（
障
害
認
定

日
）
に
、
障
害
の
程
度
が
国
民
年
金

法
障
害
等
級
表
の
一
級
か
二
級
に
該

当
す
る
状
態
に
あ
る
か
で
認
定
さ
れ

ま
す
。

二
十
歳
前
の
障
害

二
十
歳
前
に
初
診
日
が
あ
る
場
合

は
、
二
十
歳
に
な
っ
た
と
き
に
障
害

の
程
度
が
国
民
年
金
法
障
害
等
級
表

の
一
級
ま
た
は
二
級
に
該
当
す
れ
ば

障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
年
金
を
受
け
る
本
人
に
一

定
の
額
以
上
の
所
得
が
あ
る
と
き

は
、
年
金
の
一
部
ま
た
は
、
全
額
が

支
給
停
止
に
な
り
ま
す
。

事
後
重
症
の
年
金

障
害
認
定
日
に
障
害
の
程
度
が
障

害
等
級
表
の
一
級
ま
た
は
二
級
に
該

当
し
な
か
っ
た
た
め
、
障
害
年
金
を

受
け
ら
れ
な
か
っ
た
人
が
、
そ
の
後

六
十
五
歳
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で

に
二
級
以
上
に
該
当
し
た
と
き
は
、

請
求
を
行
っ
た
翌
月
分
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
事
後
重
症
に
よ

る
障
害
基
礎
年
金
は
、
六
十
五
歳
に

達
す
る
前
に
請
求
し
な
い
と
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

年
金
額
…
一
級
＝
九
十
九
万
三
千
百

円
（
月
額
＝
八
万
二
千
七
百
五
十

八
円
）
▼
二
級
＝
七
十
九
万
四
千

五
百
円
（
月
額
＝
六
万
六
千
二
百

八
円
）

問
い
合
わ
せ
…
国
保
年
金
課
国
民
年

金
係
・
℡
内
線
２
４
８
１

老
齢
基
礎
年
金
請
求
と
障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て

老
齢
基
礎
年
金
請
求
と
障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て

老
齢
基
礎
年
金
請
求
と
障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て
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■
お
知
ら
せ
ワ
イ
ド
■
　
　
　
川
越
市
役
所
・
℡
２
２
４-

８
８
１
１

特
別
障
害
者
手
当

二
十
歳
以
上
で
、
身
体
ま
た
は
精

神
の
重
度
障
害
に
よ
り
、
日
常
生
活

に
お
い
て
常
時
、
特
別
の
介
護
を
要

す
る
状
態
に
あ
る
方
（
障
害
基
礎
年

金
一
級
程
度
の
障
害
が
重
複
す
る

か
、同
程
度
以
上
と
認
め
ら
れ
る
方
）

に
支
給
し
ま
す
。

施
設
に
入
所
中
ま
た
は
三
か
月
を

超
え
て
入
院
中
の
方
は
除
き
ま
す
。

支
給
額
…
月
額
二
万
六
千
五
百
二
十

円
障
害
児
福
祉
手
当

二
十
歳
未
満
で
、
①
身
体
障
害
者

手
帳
一
級
お
よ
び
二
級
の
一
部
の
方

②
療
育
手
帳
　
相
当
の
方
③
精
神
障

害
・
血
液
疾
患
・
肝
臓
疾
患
等
で
①

②
と
同
程
度
の
障
害
を
有
す
る
方
に

支
給
し
ま
す
。
施
設
に
入
所
中
の
方

は
除
き
ま
す
。

支
給
額
…
月
額
一
万
四
千
四
百
三
十

円
＊
い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
障
害
者
福
祉
課
障
害

者
福
祉
係
・
℡
内
線
２
５
４
８

ご
存
じ
で
す
か
？
　
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

ご
存
じ
で
す
か
？

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

ご
存
じ
で
す
か
？

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

十
八
歳
以
上
四
十
歳
未
満
で
、
せ

き
髄
損
傷
・
脳
性
ま
ひ
・
脳
血
管
障

害
等
に
起
因
す
る
身
体
上
の
障
害
を

持
ち
、
常
時
車
い
す
を
使
用
す
る
在

宅
障
害
者
の
褥

じ
ょ
く

瘡そ
う

（
床
ず
れ
）
等

の
予
防
の
た
め
、
川
越
市
医
師
会
の

協
力
に
よ
り
、
健
康
診
査
を
実
施
し

ま
す
。

た
だ
し
、
入
院
中
の
方
ま
た
は
施

設
に
入
所
・
通
所
し
て
い
る
方
は
除

き
ま
す
。

実
施
期
間
…
10
月
１
日
析
〜
31
日
席

申
し
込
み
…
９
月
15
日
斥
か
ら
障
害

者
福
祉
課
（
本
庁
舎
一
階
、
電

話
・
フ
ァ
ク
ス
可
）

＊
申
し
込
み
後
、
受
託
医
療
機
関
一

覧
表
お
よ
び
健
康
診
査
記
録
票
を
郵

送
し
ま
す
。

＊
平
成
十
六
年
度
に
受
診
さ
れ
た
方

に
は
、
事
前
に
健
康
診
査
記
録
票
を

身
体
障
害
者
健
康
診
査
を
実
施

身
体
障
害
者
健
康
診
査
を
実
施

身
体
障
害
者
健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す

し
ま
す

し
ま
す送

付
し
ま
す
の
で
、
申
し
込
み
は
不

要
で
す
。

受
診
方
法
…
受
託
医
療
機
関
に
健
康

診
査
を
予
約
し
、
市
か
ら
郵
送
さ

れ
た
書
類
を
持
ち
受
診

費
用
…
無
料

問
い
合
わ
せ
…
障
害
者
福
祉
課
障
害

者
福
祉
係
・
℡
内
線
２
５
４
４
・

FAX
２
２
５-

３
０
３
３

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

市
で
は
、
新
築
・
増
築
さ
れ
た
家
屋
（
居
宅
・
事
務
所
・
店
舗
・
倉
庫
等
）
の
固
定
資
産
税
額
な
ど
を
計
算

す
る
た
め
、
家
屋
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

調
査
に
際
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
連
絡
し
た
後
に
、
市
職
員
が
直
接
訪
問
し
、
間
取
り
や
資
材
等
を
調
査
し

ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
資
産
税
課
家
屋
係
・
℡
内
線
２
３
６
８

高齢者の豊かな経験や能力を生かして！
～川越市シルバー人材センターでは、会員を募集しています～

川越市シルバー人材センターとは
高齢者の希望に応じた就業で、臨時

的・短期的・軽易な仕事の機会を提供

し、高齢者の生きがいを図ることを目

的としている社団法人です。

会員になりませんか？
市内に在住し、おおむね60歳以上

の健康な働く意欲のある方を募集して

います。現在、多彩な技能・知識・経

験を持った2,000人以上の高齢者が会

員登録しています。

詳しくは、お尋ねください。

問い合わせ…碩川越市シルバー人材セ
ンター・℡222－2075

管理分野
公共施設管理・スポーツ施
設管理・駐車場管理など

折衝・外交分野
店番・集金・文書配布など

技術分野
学習教室・パソコン教室・
パソコン入力・経理事務など

技能分野
大工仕事・ふすまや障子の
張り替え・植木の手入れなど

事務分野
毛筆あて名書き・毛筆賞状
書き・調査事務など

屋内外軽作業
草刈り・清掃・袋詰め・包
装など

サービス分野
自転車整理・家事援助サー
ビス・観光案内など

Ａ

シルバー人材センターでは、シルバー人材センターでは、
こんな仕事をしていますこんな仕事をしています


